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文教厚生常任委員会記録 

 

日  時 令和７年7月 24日（木曜日）13時 29分～14時 55分 

場  所 議員控室 

出 席 者 阿部委員長、磯野副委員長、平山委員、舟見委員、村上委員、村田議長 

     濱野教育長、宮崎社会教育課長、木村社会教育課主幹、藤田体育振興係長 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 工藤議員、逢坂議員、小寺議員 

事 務 局 鈴木局長、嶋元係長 

 

阿部委員長 

 それでは、時間となりましたので、ただいまから文教厚生常任委員会を開催いたしま

す。 

 本日の調査案件は、１つ目が部活動の地域移行について、２つ目が公民館旧館建て替

え事業についてとなります。 

 教育長、本日出席いただいていますので、一言いただいて担当課より説明受けたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

１ 部活動の地域移行について 

 

担当課説明 

説 明 員 濱野教育長、宮崎社会教育課長、木村社会教育課主幹、藤田体育振興係長 

 

濱野教育長 13:29～13:30 

 皆さん、こんにちは。本日は、大変お忙しいところお時間をいただきまして、誠にあ

りがとうございます。本日の議題は２件でありまして、１件目は中学校のクラブ活動の

地域移行について、国の動きが変わってきましたので、その内容と現在羽幌町として進

めている動きについてご説明を申し上げたいと思っております。もう一点は、前回議会

の中でも出ましたが、ハートタウン２階の活用方法についてご説明を申し上げたいとい

うふうに思っています。どうぞよろしくご審議をお願いいたします。 

 

藤田体育振興係長 13:30～13:45 

 それでは、私のほうから部活動の地域移行について説明させていただきます。 

 資料は、お配りした右上に資料ナンバー１と書かれたＡ４縦の資料になりまして、こ
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の部活動の地域移行についてという資料に沿って説明させていただきます。また、この

資料とは別にＡ４横のカラーの資料、地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関す

る実行会議最終取りまとめ概要という資料になりますが、こちらは国のほうで公開して

いる資料となりまして、こちらも御覧になりつつ確認していただければと思います。 

 それでは、資料１番、現時点での国の考え方につきまして今お配りしたカラーの資料、

令和７年５月16日に文部科学省主催で開催されました地域スポーツ・文化芸術創造と部

活動改革に関する実行会議の結果を基に国が示しました新たな方向性について説明させ

ていただきます。 

 （１）、部活動改革の理念及び基本的な考え方としまして、①、急激な少子化が進む中

においても将来にわたって生徒が継続的にスポーツ、文化芸術活動に親しむ機会を確保、

充実していくことが改革の主たる目的である、この理念には学校における働き方改革の

推進を図ることや良質な指導などの実現についても考慮することとされています。 

 ②、これまで学校単位の学校部活動として行われてきた生徒の自主的、主体的な参加

によるスポーツ、文化芸術活動を地域全体で関係者が連携して支え、豊かで幅広い活動

機会を保障することが重要であるとしています。 

 ③、これらの理念に基づき生徒の新たなスポーツ、文化芸術活動の場として創設され

る地域クラブ活動においては、生徒を中心に考え、豊かで幅広い活動が実現されるよう

これまで学校部活動が担ってきた教育的意義を継承、発展させつつ、新たな価値を創出

することが重要であるとしています。 

 これらの今の理念や地域クラブ活動の在り方などをより的確に表すため、これまで使

用されていました地域移行という名称を令和８年度から地域展開という名称に変更して

取り組んでいくこととなります。 

 これにつきましては、少し追加した説明をいたしますと、名称を変更した意図としま

して、地域移行という表現には学校の役割が終わって地域に活動を一方的に任せるとい

う誤解を招くおそれがあるとの指摘があり、こうした背景から国の会議にて活動を地域

で共に広げ、支えるという意味合いを込めて地域展開という名称に変更することとされ

ています。 

 （２）、国の今後の改革の方向性について説明いたします。国の取組方針を踏まえなが

ら地方公共団体が具体的な改革を進めるに当たっては、幅広い関係者の理解と協力の下、

平日、休日を通した活動を包括的に企画、調整し、多様な選択肢の中から地域の実情に

合った望ましいやり方を見いだし、改革の方針を決定することが重要であるとされてい

ます。 

 ①、改革の進め方としまして、まず休日につきましては、次期改革期間内において原
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則として全ての学校部活動において地域展開を実現し、地域クラブ活動に転換すること

を目指すとしています。ただし、中山間地域や離島地区など過疎地域をはじめ、特殊な

事情により地域展開に困難を伴う場合も想定されることから、国としてもきめ細やかな

サポートを通じて地域展開の後押しをする必要があるとしており、それでも次期改革期

間内での地域展開が困難な場合には当該地方公共団体において将来的な方向性や計画等

の検討を進めるとともに、当面学校部活動の地域連携として部活動指導員の配置などを

適切に実施することも考えられるとしております。 

 次に、平日につきましては、指導者確保をはじめとする課題も多く、休日と比べると

全国的に全体として取組の進捗は緩やかな状況にあり、いまだ取組の参考となる地方公

共団体の事例の蓄積が十分でない状況にある。そのため、先行して地域展開などを進め

ている地方公共団体の実践例なども踏まえ、次期改革期間において各種課題を解決しつ

つ、さらなる改革を推進する。まずは、国において地方公共団体が実現可能な活動の在

り方や課題への対応策の検証などを行うとともに、地方公共団体においては平日、休日

を通した活動を包括的に企画、調整しつつ、地域の実情等に応じた取組を進めることと

しています。 

 ２ページを御覧ください。今出ています次期改革期間について説明させていただきま

す。ここで示す改革実行期間というのは、令和８年度から６年間とされております。内

容としましては、令和８年度から10年度を地域展開の前期としまして早期に取り組み可

能な地域から順次実施に着手し、その結果の中間評価を実施、その後その成果や課題を

踏まえて令和11年から13年度の後期に展開定着を図るといった考え方になっております。 

 ③、費用負担の在り方など、地方公共団体において地域の実情などに応じて安定的、

継続的に取組が進められるよう受益者負担と公的負担とのバランスなど費用の負担の在

り方を検討する必要があるとしております。公的負担につきましては、国、都道府県、

市町村で支え合うことが重要とされております。特に今後受益者負担の水準については、

国において金額の目安などを示すことを検討する必要があるとしております。 

 （３）、部活動改革の取組状況に関する調査ということで、国が今実施しているこの件

の取組として令和７年５月にスポーツ庁及び文化庁により部活動改革の取組状況に関す

る調査が全国の市町村を対象に実施されております。この調査の目的として、スポーツ

庁及び文化庁では令和４年12月にガイドラインを策定しており、そのガイドラインに沿

って部活動改革の取組を推進しているところであります。このガイドラインには、全国

の部活動改革の取組状況について定期的にフォローアップを行うことということを踏ま

え、今回部活動の地域連携、地域移行と地域スポーツ、文化芸術環境の整備に関する取

組状況及び今後の取組方針などを把握するためということで調査が実施されております。 
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 国の改革の進め方のまとめということになりますが、改めてになりますが、休日につ

いては次期改革期間である今後６年間のうちに原則全ての学校部活動において地域展開

の実現を目指す。平日につきましては、各種課題を解決しつつ、さらなる改革を推進。

まず、国において地方公共団体が実現可能な活動の在り方や課題への対応策の検討など

を行うとともに、地方公共団体において地域の実情などに応じた取組を進めるとされて

おります。 

 続きまして、２番、当町における中学部活動の現状について説明いたします。（１）、

地域に移行していない部活動としまして、羽幌中学校で女子バレーボール部、サッカー

部、卓球部、吹奏楽部、天売中学校でバドミントン部、焼尻中学校で卓球部となってお

ります。 

 （２）、中体連のみ学校で対応など一部の移行も含み地域に移行しているものとしまし

て、羽幌地区で野球、バスケットボール、陸上、スキー、柔道、剣道、空手、ダンスと

なっております。 

 ３ページ目を御覧ください。羽幌町のこれまでの取組と今後の対応について説明させ

ていただきます。（１）、関係団体等との協議につきまして、令和６年10月に留萌管内部

活動の地域移行に係る情報交換会、留萌教育局主催で開催されております。こちらは、

管内の市町村担当者によるオンライン情報交換会を行いました。令和７年１月に留萌教

育局部活動地域移行サポートチームとの意見交換を実施しています。こちらは、留萌教

育局の職員が来庁し、直接意見交換を行ったものです。令和７年２月に移行していない

種目としてサッカー少年団の代表に現状と中学校部活動の受入れについて協議を実施し

ました。この協議では、サッカー人口が減少傾向にあり、少年団の存続も危ぶまれる中

ではありますが、できる限り協力をしたいという話をいただけています。 

 （２）、地域おこし協力隊の任用について、令和７年５月１日付で羽幌町のスポーツ振

興と部活動の地域移行に向けた取組のための体制整備を目的に地域おこし協力隊を任用

しております。これまでの動きとしましては、離島地区を含む羽幌町立の各小中学校や

一部スポーツ少年団への挨拶及び情報収集、意見交換を実施しております。活動の内容

としては、その他スポーツイベントの開催の模索やこの後説明いたします部活動の地域

移行の先進地視察などの取組を実施しております。 

 （３）、先進地視察の実施について説明いたします。現段階で職員も含め２回実施して

おります。１件目、令和７年５月13日に地域おこし協力隊と共に留萌市を訪問しており

ます。留萌市は、部活動の地域移行への取組が先行していることで周知されていたため

訪問いたしましたが、５月の時点で完全移行している種目はないとのことでした。当町

と同じく課題としまして、指導者不足、移動手段の確保が難しい、指導者への報酬など
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の検討を挙げられておりました。今後は、新たにリーフレットを作成し、留萌市中学校

部活動指導者、サポーター募集というチラシを作成し、周知しておりますが、なかなか

応募者がいないことや仮に応募者があったとしてもその方が指導者として適正であるか

という判断がなかなか難しい課題であるとの話でした。 

 ②、２件目としまして、令和７年７月３日から４日にかけまして、こちらも地域おこ

し協力隊と共に安平町、むかわ町を訪問いたしております。両町とも町から委託事業と

いう形でそれぞれ地元のＮＰＯ法人総合型地域スポーツクラブにより地域移行の取組が

先進的に実施されております。安平町は、道内でもトップクラスの先進地であり、令和

７年度中に全ての種目の完全移行を目指しているとのことでした。むかわ町は、現在柔

道のみの完全移行ということでありましたが、そのほかの競技については外部指導者に

依頼するなど教職員の負担軽減に努めているとの状況でありました。両町とも指導者に

対し報酬があるとのことでした。安平町では、最終的に地域クラブの自立を目指してお

り、報酬の支給は国の交付金による支援期間に限ることとし、交付金終了後は報酬の支

払いを終了する方針とのことでした。むかわ町におきましては、そういった期限を決め

ることではなく、子供たちに支障がないようできるところから取り組むという考えであ

りました。なお、安平町とむかわ町、両町とも地域おこし協力隊を地域スポーツクラブ

のサポート要員として任用し、安平町は３名、むかわ町は１名ということで部活動の地

域移行についても取り組んでいるとのことでした。 

 これらのことから、部活動の地域移行につきましては自治体ごとに考えや取組が異な

っており、どの方法が正しいというものではなく、それぞれ地域の事情に応じた取組を

行っていることが分かりました。今後は、同じく地域移行の取組が活発な伊達市や余市

町へ地域おこし協力隊による視察訪問を予定しており、羽幌町に適した方法や取組があ

れば積極的に参考とし、今後の対応に生かしてまいりたいと思っております。 

 （４）、今後の取組のまとめとしまして、引き続き地域おこし協力隊と連携し、移行が

進んでいない競技については学校や各少年団の代表者や地域のサークル関係者などから

ご意見を伺いながら慎重に部活動の地域展開を進めてまいります。また、今後国から調

査の結果や具体的な方針が示される見込みでありますことから、それらの指針を踏まえ

た上で羽幌町における適切な対応を検討し、段階的に取組を進めてまいりたいと思って

おります。 

 説明は以上です。 

 

阿部委員長 

 それでは、１つ目の部活動の地域移行について説明を受けました。これより質疑に入
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りたいと思います。質問のある方は、挙手にてお願いいたします。 

 

－主な協議内容等（質疑）－ 13:45～14:15 

 

磯野副委員長 今の説明の中でも１点指摘されているように、指導員の人材確保という

ことが問題だと思うのですけれども、特に都市部は、大都市は幾らでも

いるのでしょうけれども、田舎へ来れば来るほどいなくなるということ

なのですけれども、この辺は見通しというか、町側の考えでなかなかそ

ういう応募がない中でどのような方法でいこうとしているのか教えてい

ただきたい。 

 

宮崎課長   ただいまの件につきましては、今後先ほど説明しましたとおり各関係先

等よく話を聞きながら、それで人材の掘り起こしというところも隊員の

ほうも意識したところがありますので、今後そういったやり取りの中か

ら何か可能性というのを探っていきたいなというふうに思います。なか

なか難しい問題かと思っています。 

 

磯野副委員長 地域おこし協力隊云々という話も出てくるのですけれども、これは要す

るに例えば羽幌町でやろうとした場合、公募というのは例えば管内で公

募するのか、全道的にどこからでもという形でこういう指導員みたいな

のを公募するというか、どのような考え方なのでしょう。 

 

阿部委員長  暫時休憩します。 

 

（休憩 13:46～13:46） 

 

阿部委員長  休憩前に引き続き会議を再開します。 

 

宮崎課長   基本的には、町内が原則かなと思っています。場合によっては、近隣の

町村とかあれば、そういう可能性もありますけれども、原則は町内かな

と思います。 

 

磯野副委員長 もう一点、なかなか私も全部そしゃくしているわけではないのですけれ
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ども、部活のいわゆる地域移行ですか、地域展開という形で指導員とい

うことなのですけれども、原則やはり学校の部活ということなので、基

本的には全て、言い方悪いかもしれないけれども、いろんな形の責任だ

とか、そういうものは学校という、例えばどこかに、民間に移行してし

まったら全て責任は全部そっちですよという考え方、それともあくまで

も学校が主体ですよという考え方なのでしょうか、その辺。 

 

宮崎課長   学校での部活動の部分につきましては、学校行事というくくりなので、

まずは原則学校かなというふうに思っています。それ以外の部分につい

ては、地域なり別なところにあるというような認識でいます。 

 

磯野副委員長 例えば地域に展開しました、地域移行しました、指導員見つかりました、

そういう中で例えば今まである学校の中でも部活として対外試合だとか

全道大会とかに行くのですけれども、地域に移行してしまった場合にそ

こで新たに実は全国大会に連れていきたいのだとかなんとかということ

になると、その辺は学校の行事から離れてしまうということになるので

しょうか。 

 

宮崎課長   ただいまの件につきましては、大会等の内容によって先ほど申し上げま

したように学校行事であれば学校になるのでしょうけれども、それ以外

の大会だよということであれば学校の範疇から外れるのかなという認識

ではいますけれども、そのときそのときのケースによると思いますので、

なかなか一概に言えない部分もあるかもしれませんけれども、今のとこ

ろはそういうふうな認識でおります。 

 

磯野副委員長 例えばよくあるのは、練習試合も兼ねた合宿だとかってなったときに今

まで学校ではやっていなかった部分というのもそういう民間に移行した

としたら、実はこういう例があるので、ぜひあそこの町で合宿したいの

だ、子供連れていきたいのだっていったときには、これは学校の管轄に

なるのか、全く学校はタッチしないということなのか。 

 

濱野教育長  中体連とかというふうな場合については、あくまでも学校が責任を持つ、

何かあったときにはそういうふうな形になりますけれども、地域に移行
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した場合には地域の団体とか少年団だとか、そういうふうなところが責

任を持ってやる、だから経費についてもそのような形になると考えてい

ます。 

 

磯野副委員長 そこで、例えば学校の行事であれば全て、変な話、何かあったとき、け

がでもしたら全部学校というような形になる、地域に移行した場合には

その辺の補償みたいのは、責任みたいのはどうなるのでしょうか。 

 

藤田係長   町としましては、スポーツ少年団本部さんを介してスポーツ保険という

ものに入るよう支援はしております。逆に言うと、活動中にけがとかし

ての保険に関しては加入していただいていると考えております。 

 

磯野副委員長 それは、強制加入ということではなくて、保険もありますよ、ぜひ入っ

てくださいよというぐらい、町のほうとしてはそのぐらいの指導という

ことなのでしょうか。 

 

藤田係長   各少年団さんとは連絡取り合っている中で過去からずっとその保険代は

少年団で負担するということになっているので、自主的にはなるのです

けれども、入っていただいていると考えております。 

 

平山委員   地域移行ということで、今現在羽幌町として地域に移行しているものっ

てここに挙がっていますが、これはこの問題と言ったらおかしいけれど

も、課題が出てから地域に移行しているものなのか、それとも以前から

あるもので今やっているのか、その辺確認です。 

 

藤田係長   以前から移行しているものになります。 

 

平山委員   ここに挙げているもの全て。 

 

藤田係長   はい。 

 

平山委員   野球もそうですか。 
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藤田係長   野球に関してもこの地域移行という言葉が出る前から移行しているとい

うふうに聞いております。（何事か呼ぶ者あり）タイミング的にちょっと

難しいものがあるのですけれども、地域移行という言葉が出て羽幌町役

場として取り組んだ結果移行したわけではなくて、自主的に移行したと

いうことで、タイミング的にはこの話が出た前後かは、申し訳ないです

けれども、細かいタイミングはちょっと分かりません。 

 

平山委員   そうすると、以前からあるものだということなのですが、特別何か問題

今まであったとかなかったとか、そういう部分って何かありますか。 

 

藤田係長   移行している種目に関して特別体育振興係に相談とかは、今のところ聞

いておりません。 

 

平山委員   そうすると、特段今まであまり問題がなかったということで受け止めま

すが、ただそうするとこの移行した部分では指導者とかも既にそれなり

の人たちがずっとやってきていてあまり問題ないということなのですね。 

       それと、そしたらまず移行していない部活動なのですが、これについて

はさっき次期改革期間の５年間ですか、６年間か、その中でどうするか、

対応していくという形になるのでしょうか。 

 

宮崎課長   その間これも今後においても各団体等と学校等と関係先と個別なり合同

なりで協議をしていって、どのような対応が取れるのかという部分は詰

めていきたいなというふうに考えているところです。 

 

平山委員   大体分かったのですが、今までの移行しているもので特別問題はなかっ

たということだったのですけれども、問題なかったというのは何とも言

えないので、もし子供たちの中での問題とか、子供たち同士の、部活に

入っている子供たちの何かトラブルだとか、そういうものが起きたとき

には全て今まで指導者の方が解決してきたという受け止めでいいのか。 

 

濱野教育長  そのような話は聞いてはいないのですけれども、ただそのような形でス

ポーツ少年団だとか地域の方々の中でそれは話し合われてきたのかなと

は思っています。 
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平山委員   そうすると、今後においてもそういう今の説明聞いているとあまり心配

ないかなというような感じで受け止めざるを得ないのですけれども、そ

の辺どうなのでしょうか。 

 

濱野教育長  地域の指導者の方々は、昔からボランティアとして地域の子供たちを本

当に指導してくださっています。それは、本当に感謝をしているのです

けれども、今後に向けてということですけれども、先ほど説明の中にも

ありましたけれども、こういうやはり人口がどんどん減っていく中で指

導者自体が本当に見つからないというような形もあるのかなというふう

に考えています。そういうふうな場合には、もし今学校のほうでクラブ

活動とかというのが維持できるのであれば、そういうふうな形で地域移

行はできなくても学校としてもしやりたい子供がいるというのだったら

そのままできる範囲内でいきたいなというふうには思っております。 

 

村田議長   今までの中で結構移行してきている部分もあるのですけれども、ここに

書かれている取りまとめとか、それから視察先なんかいくと指導者に対

しての報酬ありというところと、あと説明の中でいくと受益者負担の水

準についてというところ、ここら辺はこれから移行していないものを移

行していく場合に関しては当然そういうことを踏まえていくのでしょう

けれども、移行してもうスタートしているものに対してはここら辺の考

え方というのは考え方を変えるのか統一していくのか、そこら辺はどう

いうふうな進め方をするのか。 

 

濱野教育長  この中で視察しているところもそうなのですけれども、国とかのモデル

事業とかで動いている場合には指導員の報酬とかというのも１日２時間

限度で、そして１時間幾らとかというような報酬は払われているという

のはあります。でも、そういうところも視察して報告を聞くと、国の助

成制度が終わった段階でそれもなくなりますよというふうな形で、そし

てまた先ほども申しましたように今実際に地域のきちっと指導してくだ

さっている方々はみんなボランティアとか手弁当なのです。そういうふ

うな形で、そこにまた報酬というふうな形というのはなかなか難しいと

いうふうに思っています。 
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村田議長   本当に難しいお話だから、どういう答えが正しいかというのも分からな

いのですけれども、今の移行期間の中に報酬というものをうたっていて、

過ぎて報酬がなくなるといったら、逆にそれならもう指導できないわっ

てなっていく可能性も十分あると思うし、あと羽幌町はこれだけの人口

減少の中で学校単体ではできないスポーツも当然あります。そうすると、

隣の町とということも、今は野球なんかもそうですけれども、そういう

ことも考えなければならないときには、逆に言うと今度その指導者がい

つも同じところで、例えば羽幌中心からもしかしたら初山別だとか苫前

町とか、交通、要はガソリン代をかけて行ったりしなければならないこ

と、当然いろんなこと起きてくるので、本当にそれを国からの交付金が

なくなってボランティアというところに重きを置いて続けられるのかな

というところが非常に心配な部分もあるのですけれども、そこら辺もし

何か考えがあればお答えを。 

 

濱野教育長  指導員に対しての報酬とかというのは、また別にしておきまして、今実

際にいろんな少年団だとか地域に移行しているところでは月謝のような

形で少額って言ったらいいのでしょうか、何千円ぐらいで月謝を払って

そこでやっているというふうな形になっています。ですから、今後もそ

のような形で保護者の方々、父兄の方々の納得いただいた段階でそうい

うふうな形で動くというのは非常にいいことだなと考えています。 

 

磯野副委員長 部活の指導員、先ほど、できれば地域の人だと一番いい、いない場合は

これからも考えると。でも、確認なのですけれども、何が何でも指導員

を引っ張ってきてやなければならないということでもないですよね。そ

の確認です。 

 

濱野教育長  この中にも出ていますけれども、地域の実情に合った形でやってもらい

たいというのが国のほうでも思っているところだと思っています。 

 

平山委員   確認。先ほど保険の話聞きました。当然指導者もそういう保険には入っ

ていますよね。もしけがしたり、何かあったら大変なので、その辺だけ

確認ですけれども。 
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木村主幹   ちょっと知識があるので、私のほうから回答させていただきたいと思い

ます。僕も中学校のクラブチームで運営をしていた経験があって、中学

校のクラブチーム、少年団の話になっていますけれども、今あくまでも

中学校の部活動移行の話だと思うので、その点で説明すると、大会に出

場する要件として保険に入っていなければならないというのがクラブチ

ーム、移行先のチームでは保険に必ず入らなければならないという決ま

りがあります。部活動についてもそういった決まりがあって大会に出て

いるので、当然指導者も選手も入っている状態になっています。 

 

阿部委員長  私のほうから確認したいと。２ページ目の当町における現状の中で、ま

ず地域に移行していない部活動というのがありますけれども、これにつ

いては現在学校の先生が指導者としてやられているのかなと思いますけ

れども、当然学校の先生ですから、異動は付き物ですので、もしかした

ら来年になったらいなくなってしまう、そうなったときは今入部してい

る子供たちは当然行き場所がなくなってしまう可能性はありますけれど

も、その辺について、また３ページのほうにもサッカー少年団の代表の

方と話をしたとありますけれども、その他の部活動、女子バレーボール

であったり、卓球、吹奏楽、離島のほうでいけばバドミントン、卓球、

そちらのほうの少年団の指導者、監督の方とはお話とかはされているの

かどうかお聞きしたいと思います。 

 

宮崎課長   現在のところまだお話しできていない部分はありますけれども、今後先

ほど申し上げましたように関係先という中でいまだ移行していないとこ

ろの団体さんとも話をしていきたいというふうに考えています。 

 

阿部委員長  ぜひ話をしていく中でいろいろとそれぞれの抱えている課題というのが、

町で考えている課題、国から示されている部分もそうですし、中学校と

して考えている部分も、あと受皿となる少年団の指導者の方々の考え等

もありますので、そういった中でぜひいろんな意見を出していただきな

がら、できるだけ子供たちの行き場所がなくならない形にしていただき

たいなと思いますけれども、これがどこまでお答えできるかどうか分か

らないですけれども、まず地域に移行していない部活動において例えば

急になくなった、来年から部活動の顧問の方がいなくなった場合、他の
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近隣町村、管内とかでそういった子供たち、例えば女子バレーボールが

羽幌で顧問がいなくなったら、ではほかのところに行ってすぐできるも

のなのか、そういった管内の中での連携、学校間、教育委員会等の連携

というのは取れているかどうかお聞きしたいと思います。 

 

濱野教育長  まず、クラブ活動の顧問の先生については、競技経験がある先生が本当

はいたら一番いいのですけれども、そうでない場合も競技経験がなくて

も顧問というような形で先生がついて、そしてクラブ活動を維持してい

くというふうな活動になろうかと思っています。そして、実際ちょっと

聞いたところで確信はちょっとないのですけれども、たしか卓球とかで

も苫前のほうに行って練習をしているとかというふうな話はちょっと聞

いたりもしています。 

 

阿部委員長  多分どこの管内のほうでも今地域に移行しているものでいけば、羽幌中

学校の野球部が今チーム名として別のチーム名になっていますけれども、

ありまして、天塩であったり、北のほうはそちらのほうから来ています

ので、そういった形で継続されているのかなと思います。 

       やっぱりもう一つ気になるのは、地域に移行しているものの指導者が中

体連に参加できていない部活動があると思いますけれども、その辺はど

のぐらいの部活動が、指導している少年団の指導者の方が一緒に行って、

そこで試合中にアドバイスをするというのが本来いいことだとは思うの

です、競技結果を出していくためには。その辺どうなっているのか教え

ていただきたいと思います。 

 

濱野教育長  今中体連のほうに出る場合には、羽幌の野球、フェニックスミドルとい

うところなのですけれども、北は天塩、南は小平のほうからもずっと子

供たちが通っています。これについては、最近中体連の中で全部がそう

だという形ではないのですけれども、部分的な競技で学校単位ではなく

てクラブチームで出場してもいいよというふうな形のものが今出てきて

います。あとそれと、非常に今各市町村の教育委員会のほうからも中体

連のほうにお願いはしているのですけれども、中体連は先生方の協力を

得るためとかというような格好で平日の開催日というふうな形になって

います。それを何とか土日にできないのかというふうな形でも要望はし
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ているのですけれども、現在のところ平日開催ということで、どちらか

というと練習中のコーチだとか監督とかという方が仕事を休めないとか

というような場合には急遽ですけれども、先生がついていってというふ

うな、そういう形になってしまっています。 

 

阿部委員長  今何でこの質問したのかといいますと、地域に移行していない部活動を

幾つか挙げられていますし、また移行している部活動もありますけれど

も、中学生より下の小学生の少年団の方々にちょっと話を聞いて、移行

している、移行していない、少年団の指導者の方に何件か私の知り合い

もいますので、聞いたら、日中当然仕事していますので、簡単には休め

ない等で、やはりネックになるのは先ほど議長のほうからも質問ありま

した報酬の部分であったり、部活動としての競技であったり、文化のほ

うもありますけれども、吹奏楽とかもありますけれども、部活動として

考えるものなのか、本当に競技者として考えていかなければならないの

か、その辺去年も同じような質問をしたことはありますけれども、やは

り先ほども言いましたけれども、どういった形がいいのだろうかという

のがなかなか少年団の指導者の方々からも話を聞いていったら見えてこ

ないというのが実際ありましたので、当然教育委員会側で中学校のほう

も果たしてどういった形で自分たちは部活動の地域移行というのを、地

域展開といった言葉になりますけれども、どっちに向かったほうがいい

のだろうかといった逆に聞かれた部分もありましたので、やはり今後、

改革実行期間というのが令和８年度からですけれども、それまでにでき

るだけそういった少年団の指導者の方であったり、また中学校のほうも

どういった形がいいのかというのもぜひ聞いていただきながらこの件に

ついては進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

       私からは以上です。 

 

村田議長   先ほど教育長からのお話で野球の部分でお話しされたのですけれども、

天塩だとか小平から来て一つのチームとして出場できるようになったと

いうところでいくと、非常に狭い門からみんなでやれるというところで

いくと、そういう競技に関しては非常にいいことだと思うのです。ここ

に移行しているものでいくと、そういうものというと野球とかバスケッ
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トボールというのは、バスケットボールはもしかしたらもう他町村と一

緒にやっているのかなと思ったりもするのですけれども、これからの取

組として移行していないバレーボール、サッカーなんかは当然やっぱり

今のこの少子化の中でいくと１町村ではチームをつくれないというよう

なところが出てくるようになって、これはこれで移行する段階から例え

ば羽幌町だったらきらりの３町村だったり、広域でやっているという部

分も含めると、学校管理側が連携した中でスタートする時点からそうい

うことをしていい移行の形を取ることで１町村ではできないクラブでも

３町村集まることによってバレーチームができたり、サッカーチームが

できたりというところをやっぱりつくってやらないと、子供たちの選択

肢が非常になくなっていくと言ったらいいのか、狭くなる、あとそれは

同じことで、個人競技でもやっぱり１人よりも多く、吹奏楽なんか特に

多いほうがいいというのは当然ありますし、そこら辺も結構これから移

行して展開していく上で加味して広域的な部分というのは大事になるの

ではないかなって私の中では思うのですけれども、そこら辺どのように

取り組んでいこうと思っているか、もしあれば。 

 

濱野教育長  野球が非常にいい例かなというふうに思っていまして、地域のやはり人

数の多いスポーツ競技だとか、吹奏楽のように多いメンバーでの合奏と

かというふうな中で１つの町では、それぞれの町ではもうできないよう

な、少子化によってそういうふうな形というのが本当に目の前に見えて

きているなというふうに思っていまして、やはりこれからはこういうふ

うな１つの町ではなくて、いろんなところからやりたい人がそういうふ

うに集まってこれるような、そういうふうな関係というのを各近隣町村

なんかを中心にしながら、そういうふうな話合いとかというのはしてい

かなければならないなというふうに考えています。 

 

阿部委員長  ほかございませんか。（なし。の声）なければ、これで１点目の部活動の

地域移行について終了いたします。 

       暫時休憩いたします。 

 

（休憩 14:15～14:25）  
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阿部委員長 

 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 それでは、２つ目の公民館旧館建て替え事業について説明していただきます。 

 

２ 公民館旧館建替事業について 

 

担当課説明 

説 明 員 濱野教育長、宮崎社会教育課長、木村社会教育課主幹 

 

宮崎社会教育課長 14:25～14:30 

 それでは、公民館旧館建て替え事業につきまして、お手元の資料のナンバー２に沿っ

てご説明いたします。 

 まず、１つ目の主な経過ということで記載をしております。 

 次に、２の事業内容の見直しについてでありますけれども、現在全庁的に取り組んで

おります財政推計を踏まえた公共施設マネジメント計画の改訂に合わせまして本事業に

つきましても見直しを行っているところでありまして、主な考え方としましては次に記

載をしております３点でございます。 

 まず、１点目につきましては、既存施設の有効活用でございます。これにつきまして

は、現在の利用実態ですとか今後の利用見通し等を勘案しまして公民館の新館の各スペ

ースの活用をはじめとしまして、その他の既存施設としまして具体的には①としまして

ハートタウンはぼろの２階の部分でございます。これにつきましては、諸条件をクリア

することが前提となりますけれども、図書室などの機能について移転をしたいというふ

うに考えております。 

 次に、②としまして総合体育館でございまして、ここの多目的室ですとか会議室等に

つきまして今の公民館の旧館のホールの部分ですとか会議室のスペースとして活用でき

るというふうに考えております。 

 次に、③としまして現在商工観光課が所管しております勤労者研修センターの２階部

分でございまして、ここではホールですとか、２階に和室がございます。そういった機

能につきましても活用したいというふうに考えております。 

 その他既存施設につきましてもそれぞれの利用内容に応じまして活用することを考え

ているところでございます。 

 次に、２点目は、既存施設を継続的に使用することでございます。当初の計画では、

複合化を予定しておりました郷土資料館ですとか文化道場につきましては複合化をせず、
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現施設を可能な限り使用していきたいというふうに考えております。 

 次に、３点目につきましては、いわゆる日影規制の抵触について是正をすることでご

ざいます。このことにつきましては、隣接している敷地の建物と公民館を接続すること

で是正をしていきたいというふうに考えております。 

 次に、３のこれらの見直しによる事業内容ということで、現時点での予定について記

載をしております。まず、１つ目として旧館部分の解体、それから２つ目につきまして

はただいま申し上げました隣接地の建物と公民館を接続する渡り廊下、このほか電気室

や機械室等の新設、それから３つ目としまして外構等の工事でございます。なお、実施

する時期ですとかその他詳細につきましては、今後公共施設マネジメント計画の改訂作

業ですとか実施設計等で詰めていくこととなっております。 

 次に、４としまして今後の予定についてでございますけれども、この後関係機関への

説明ですとか協議、これらを進めるほか、ハートタウンはぼろへの機能の一部移転、そ

れからその後公民館の工事に関する実施設計、それから施工ということで考えておりま

す。 

 説明は以上となります。よろしくお願いします。 

 

阿部委員長 

 それでは、説明をいただきましたので、これより質疑に入りたいと思います。質問の

ある方は、挙手にてお願いいたします。 

 

－主な協議内容等（質疑）－ 14:30～14:55 

 

磯野副委員長 以前に委員会、どっちの委員会だったか忘れましたけれども、設計に関

しては図面等も委員会に提出されたと思うのですけれども、それがここ

で言ういわゆる公共施設マネジメントのプランが見直しされるというこ

とは大幅に設計も見直すというふうに理解していいのでしょうか。 

 

宮崎課長   先ほど申し上げましたとおり、既存施設を活用するであるとか、あるい

は既存施設の継続使用ということで当初の計画からは大幅に変わるのか

なというふうに捉えています。 

 

磯野副委員長 ということは、前の設計図はもう破棄して全く新たな設計図というふう

に理解していいですか。 
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宮崎課長   そのとおりでございます。 

 

磯野副委員長 これは、今さら私が言う話でもないのですけれども、町から示されたい

わゆる建て替えだとかの大変厳しいアクションプランということを見直

さなければならないということなので、当然町民が見てもコンパクトで

あって、機能的であって、これなら納得できるというものを目指さなけ

ればならないとは思っているのですけれども、その辺に関してはどのよ

うなふうになるのですか。 

 

宮崎課長   ただいまの件につきましては、先ほど申し上げましたように大幅に新設

する部分はまずほとんどないということになりますから、なかなか委員

おっしゃるような部分というのは難しいところもあると思いますけれど

も、残るところの新館の部分につきましてはこの後状況に応じますけれ

ども、改修をしながらということで考えておりますので、そういったと

ころで対処していきたいというふうに考えています。 

 

磯野副委員長 町民の方も見ていますので、納得いくような本当にシンプルでコンパク

トに建ててほしいと思います。 

 

平山委員   この日照権の問題分かってから結構年数たっていますよね。これって何

か期限あるのですか。 

 

宮崎課長   現在のところ、少し主な経過のところに記載をしておりますけれども、

北海道に対しましてこの関係で是正計画書を提出しております。その中

では、現時点の内容としては令和13年度末までに工事を完了させると、

そのことで是正をするというような内容となっております。 

 

平山委員   今後の予定の中でそれが入ってくると思うのですが、今令和７年か、そ

れまでには当然できるようにしていかなければならないよね。それだけ

です。 

 

村田議長   関連するのだけれども、説明は受けているから、要は新しい公民館増設

しなくても通路をつけてつながなければならないということは聞いてい
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るのだけれども、どんなことしてもその通路はつけなければならないも

のなのか、あと今の中央公民館が違法建築物ですってうたわれていても

日照権の話でＪＡ側のほうが全然困っていないのですよって、このまま

でいいのですってなって、なおかつ新設の電気室だとか機械室なんかを、

今の既存のほうの中にうまく入れることができて新たなものを追加しな

いというふうになってもどうしてもやっぱりこの渡り廊下はつけなけれ

ばならないものなのかどうなのかというところがどうも引っかかる、何

かそうしなくてもいいような方法って見つけられないのかどうか。 

 

宮崎課長   お答えします。ただいまの件につきましては、私今年度に入りましてか

らも実は特例措置ですとか、そういったことがないのかということで留

萌振興局の担当部署のほうに出向きまして確認をしているところです。

その際に担当者の方もいろいろと探してくださったのですけれども、や

はり一番いい形がつなぐということであります。それで、今後詳細を詰

めていく中でこの形のままもしいくとすれば計画と変わってくる部分が、

当初２階同士でつなぐという部分があったのですが、ここの形が変わる

可能性が十分今あるので、そこでどういった形、例えば最短距離でつな

げる形がないのかとか、そういう形を相手方ももちろん承諾いただかな

ければいけないので、そういったところも含めてなるべくコンパクトに

いけるような格好で考えてはいきたいと思います。 

 

村田議長   それだけやっぱり道のほうでもそうやって何とかならないかなという状

態の中でも無理だということであれば、これは仕方ない、やらざるを得

ないということは分かりましたけれども、その当時２階でつなぎましょ

うっていった部分は理由があって、下ではつなぐところがないのだよね

というところから始まったのです。なぜといったら、下に普及センター

が要は公民館側にあって、下は普及センターの出入口しかない、あと農

業振興センターにつながっている入り口がないので、もしそれをぶち破

ってつなぐとすると金融店舗につながなければならない、しかないとい

うところなので、そこもまた非常に難しい問題が出てくるのかなという

のがちょっと気になります。どちらにしろ法律上クリアしなければなら

ないのであれば、そうせざるを得ないというので、それは私としても諦

めざるを得ないのかなと。これはこれでやめます。 
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       違う質問何点か、まず１ページです。既存の有効活用という中で、当然

ハートタウンは図書室、小ホール、北溟記念室というところ、それから

総合体育館も武道場もつながっていますから、そういうことに使うとい

うのは分かるのですが、勤労者の研修センターの２階の部分、今は商工

観光課ですよね、管理は。となると、同じ建物の中で管轄が違う形にす

るとなっても改修はまずしなくていいのかという部分と、あと知りたい

のは２階の和室とか何かというのはどのぐらいの大きさのスペースのも

のがあるのか、もし分かればお答えをいただけると。 

 

宮崎課長   今のところの状況ということでご理解いただきたいのですけれども、ま

ず勤労者研修センターの２階の部分、ここについては商工観光とは内々

でこういうことも可能性としてあるということでお話しした上での話に

なっています。それで、今現状の中では、そこの建物自体の改修という

のは必要だという話は伺ってはおりません。それと、同じく２階の和室

部分につきましては、詳細なデータ今持ち合わせていないのですけれど

も、今の公民館の旧館の３階部分にある和室の隣の部屋、休養室ってあ

るのですけれども、そこの倍程度かなぐらいの広さはあるなというふう

には認識しております。 

 

村田議長   となると、今の旧児童会館の３階の和室、あれだけのスペースを取ると

いうものはないということになるのか。あれだけの、あれ何十畳あるか

ちょっと分からないですけれども、何でその話しするかというと、人は

少なくなっていてもかるたは畳でないとできないというのがあって、ど

こに移るにしても今までどおり活動ができることはしてあげたいなとい

うのがあって、そこら辺が確保できるのか。あと、それは今ちょっと話

ししたので、そこのクラブの方々と話ししてどこか使える場所があれば、

それはそれでいいのですけれども、そういう文化協会の中でもいろんな

のがあっていろんなことがあるから、そこら辺やっぱり一つ一つクリア

していかないとなかなか円満な移行はできないのかなというのがあるも

のですから、ちょっと聞いてみたので、そこら辺は心配あるかないか。 

 

宮崎課長   お答えいたします。ただいまのかるたの使用の今後という部分なのです

けれども、先ほど申し上げました施設以外にもその他ということでほか
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の所管課になりますけれども、例えば老人憩いの家ですとか、あとサン

セットプラザの和室ですとか、ほかの施設もありますし、あともちろん

議長おっしゃるように団体の意向も確認しながらということにはなるの

でしょうけれども、どちらにしましても活動場所の確保ということはし

っかりと維持していきたいなというふうに考えています。 

 

村田議長   分かりました。 

       もう一点、その下にハートタウンの図書室、小ホールってどういう形で

設計していくか分からないのですけれども、図書室とか小ホールは今ま

でよりもスペース的には広く取れるのか、それとも同じぐらいのスペー

スなのか、そこら辺まず。 

 

宮崎課長   お答えいたします。図書室、それから小ホールについては、現在の旧館

にある部分の面積よりは広い形になるというふうに捉えています。 

 

村田議長   もしスペース的に取れるのであれば、図書室に隣接する形で本当はカフ

ェみたいのができればいいのでしょうけれども、そうでなくてもやっぱ

り憩いの場としてそこでゆっくり過ごせるぐらいのスペースがもしでき

るのであればありがたいなって思っていますので、よろしくお願いしま

す。 

       もう一点だけ、（２）の既存の施設の継続使用というところで、郷土資料

館は簡単に壊すのはもったいない、それこそ郷土資料館、建物自体が簡

易裁判所ですばらしい建物であるというのは分かっているのですけれど

も、継続してずっとこれからも使用していくってなると、当然手直しも

するでしょうけれども、町として文化道場もそうですけれども、ある程

度直していくと思うのですが、耐震化の部分に関しては触れなくていい

のかどうなのか、やっぱり継続して使っていくのであればそこの部分も

ちゃんとしていかなければならないのか、それとも今の形で、特に文化

道場がそうですけれども、最低限の補修でいけるところまでいくのです

という考え方なのか、そこら辺もし考え方があれば。 

 

宮崎課長   お答えいたします。今のところは、必要最低限の補修をしながら可能な

限り使っていきたいという考えです。 
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       以上です。 

 

村田議長   そこら辺は、文化道場使っている団体、１団体だと思いますので、まだ

少しでも使ってほしいのだわということであれば、そんなにお金かから

ないようだということであれば、要望聞いて手直しぐらいしてあげても、

気持ちよく使っていただけるかなというのもありますので、よろしくお

願いします。 

       以上です。 

 

平山委員   既存施設を有効に活用するところでハートタウンの小ホールってありま

す。これは、どういったもので使用することになるのですか。 

 

宮崎課長   お答えいたします。今旧館にある小ホールの機能を移すという捉え方で

資料のほうは記されていまして、各種会議もできることも想定しながら

考えています。あとは、その他また内容によって使えそうなスペースを

確保するということでありますから、希望に合えば使っていただきたい

なということで考えています。 

 

阿部委員長  私からも質問っていいますか、今回の旧館の建て替え事業の件、６月の

定例会の一般質問で小寺議員の質問の中でありまして、それ以降町民の

方からもこういった形で考えているのだなということでいろいろとお話

がありました。ある程度空きスペースを活用するということ自体には理

解は示されているのかなと思う一方、そこでもともとは商業施設という

ことでご商売されている方々なんかにしてみると、文化施設がそこに入

ることよりもやはり空きスペースに企業が入ってもらえることによって

中心市街地の活性化という部分が少なくなってしまうのではないかとい

った心配もされている方もいました。社会教育課がハートタウンの所管

ではないですけれども、やはりどこかでそこに図書室を入れても人のに

ぎわいもつくれるのだということも、商工観光なんかいろいろな企画な

ども考え、例えば図書フェアと言ったらいいですか、何かそこでやるこ

とによって人を呼び込むといったことも当然考えていくのも一つだと思

いますし、やはりその周辺でご商売されている方々にしてみれば、町と

してもそういった方向性というか、考え方で取り組んでいただけている
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のだなというのもいろいろな部分で理解はしていただけると思いますの

で、ぜひそういったところも、答弁はいいですけれども、考えていただ

きたいと思います。 

       あともう一つ、既存施設の継続使用ということで必要最低限の補修でと

いうことですけれども、社会教育課が持っている施設以外でも当然そう

なのですけれども、これからの財政的な部分考えていけば行政で持って

いる部分、また民間で今まで使っていた部分、いろいろなところを考え

ながら探していかなければならない財政状況なのかなとも思いますし、

そういった時代なのかなとも思いますので、郷土資料館、文化道場なん

かかなり大きいスペースのところ、広いスペースなければ移転というの

がなかなか難しいと思いますけれども、そういったこともただ補修して

使ってもらうのだということではなくて、探していくということもまた

一つ頭に入れて今後やっていただければなと思いますが、これについて

答弁いただいて私の質問終わりたいと思います。 

 

宮崎課長   お答えいたします。ただいま委員長からご意見あったとおり、そういっ

たことも含めて今後検討していく中でそういった視野も持ちながら考え

ていく必要があるのかなというふうに思います。 

 

阿部委員長  分かりました。 

       ほかございませんか。（なし。の声）ないようですので、以上をもちまし

て文教厚生常任委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 


